
 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業実施要綱 

 

平成２８年５月２３日 

２８川健高事第２００号 

市長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、かわさき健幸福寿プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）における介

護サービス事業所の要介護度等改善・維持ための取組の適正な評価及び成果に応じたインセンティ

ブの付与（以下「要介護度等改善・維持評価事業」という。）の実施に必要な事項を定める。 

（プロジェクト） 

第２条 プロジェクトは、介護保険制度の基本理念を踏まえ、無理なく安心して介護サービスを利用

でき、いつまでもお元気でいていただけるよう、介護サービス事業所の要介護度等改善・維持のた

めの取組を評価するとともに、プロジェクトの推進により、国による介護保険制度にサービスの質

を評価する新たな仕組みの導入を目指すことを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

(1) 要介護度等改善・維持評価事業 

(2) サービスの質の向上に資する講習会等の開催 

(3) 要介護度及び日常生活動作（以下「要介護度等」という。）の改善・維持に対する要介護者及

びその家族の取組意識の醸成 

(4) 国や類似の取組を行う他の地方公共団体との連携 

３ 国の介護保険制度改正等により、プロジェクトの目的が達成されたと認められるときは、プロジ

ェクトを終了する。 

（対象者） 

第３条 要介護度等改善・維持評価事業の対象者は、原則として、次の各号に掲げる条件をすべて満

たす者とする。 

(1) プロジェクトの趣旨を踏まえ、要介護度等の改善に向けた意欲のある者 

(2) １０月１日現在で要介護１から５までの認定を受けている者 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる条件に該当する者は、要介護度等改善・維持評価事業

の対象外とする。 

(1) 直近の要介護認定時と比較して、申請時点の心身状況に著しい改善が見られる者 

(2) 介護保険法第６６条、第６７条及び第６９条に規定する給付制限等の対象になっている者 

（対象事業所） 

第４条 要介護度等改善・維持評価事業の対象事業所は、第３条に定める対象者に介護サービスを提

供する市内事業所であって、次の各号のいずれかに該当する事業所とする。 



(1)居宅介護支援事業所 

(2)介護老人福祉施設（地域密着型を含む。）、介護老人保健施設、介護医療院 

(3)特定施設入居者生活介護事業所 

(4)認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護

事業所 

(5)居宅サービス事業所（第３号及び第４号に掲げる事業所を除く。） 

(6)地域密着型サービス事業所（第２号及び第４号に掲げる事業所を除く。） 

（対象期間） 

第５条 要介護度等改善・維持評価事業は、原則として、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの

参加事業所の取組を対象に行うものとする。 

（参加事業所の募集） 

第６条 市は、毎年４月１日から必要と認める期日まで参加事業所を募集する。 

（参加の申請） 

第７条 要介護度等改善・維持評価事業に参加を希望する者（以下「参加申請者」）は、次の各号に

掲げる書類を市に提出するものとする。なお、川崎市簡易版電子申請サービスにて、指定する申請

フォームを用いる場合においては、書類を提出せずに申請することができる。 

(1) 「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業への参加及び個人情報の提

供に関する同意書（様式１） 

(2) 「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業参加申請書（様式２） 

（参加申請者） 

第８条 第７条に規定する参加申請者は、第４条に該当する事業所とする。ただし、同条第１号、第

５号及び第６号に該当する事業所については、サービスを提供している対象者単位でケアチームを

編成し取りまとめ事業所を決め、その事業所が申請者となり、本事業に参加するものとする。 

（参加申請者の事務） 

第９条 参加申請者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。ただし、参加申請者が第４条第１

号、第５号及び第６号に該当する場合は、次に掲げる事務をケアチームに属する事業所において行

うことができるものとする。 

(1) 要介護度等改善・維持評価事業の対象者及び対象事業所を選定すること 

(2) 参加申請者は、対象者及びその家族並びに対象事業所に対して、プロジェクトの目的等につい

て十分に説明し、理解を得るものとする。 

（対象者及び対象事業所の決定） 

第１０条 市は、第７条に規定する参加の申請を受理したときは、速やかに内容を審査の上「「かわ

さき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業参加（不参加）決定通知書」（様式３

）を申請者に送付するものとする。 

２ 市は、川崎市公式ウェブサイト等への掲載等により、参加事業所の名称、所在地、サービス種別



等を速やかに公表するものとする。 

３ 市は、対象者の参加を決定したときは、その者の要介護度等を把握するものとする。 

４ 前項の要介護度等の把握には、市が保有する認定情報を使用するものとする。 

（決定内容の変更等） 

第１１条 参加申請者は、第１０条に規定する決定の内容に変更や参加の辞退の必要（以下「変更

等」）が生じたときは、「「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業参加

内容の変更等申請書」（様式４）を市に提出するものとする。 

２ 前項に定める参加の辞退の手続きが必要となる場合とは、自ら参加の辞退を希望する時のほか、

対象者の死亡や転出等、本市の被保険者としての資格を喪失した場合や、参加事業所の廃止等既に

事業所が存在しなくなった場合をいう。 

３ 市は、第１項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査の上「「かわさき健幸福寿プロジェ

クト」要介護度等改善・維持評価事業参加内容の変更等決定通知書」（様式５）を申請者に送付す

るものとする。 

（インセンティブの付与） 

第１２条 市は、対象者の要介護度等を把握し、別に定めるインセンティブ内容に従い、インセンテ

ィブを付与する。また、事前に付与を行う内容の確定を行い、当該対象者にサービスを提供した参

加事業所に対し通知するものとする。 

２ 前項の要介護度等の把握には、市が保有する認定情報を使用するものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年５月２３日から施行する。 

附 則（平成２８年６月１５日・２８川健高事第６３８号・局長決裁） 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２８年６月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項の規定に係わらず、当面の間、旧要綱に定める様式の取扱いは、従前の例による。 

附 則（平成２９年１月５日・２８川健高事第１１５８号・局長決裁） 

この改正要綱は、平成２９年１月５日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１９日・２９川健高事第７０号・局長決裁） 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２９年４月１９日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項の規定に係わらず、平成２９年６月３０日までを対象期間として実施している要介護度等改

善・維持評価事業に関する取扱いは、従前の例による。 



   附 則 

この改正要綱は、平成２９年６月３０日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、平成２９年１２月２８日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、平成３０年４月１８日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、令和３年４月２６日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和４年５月２６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、令和５年３月

３１日までの間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和５年６月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、令和６年３月

３１日までの間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項の規定にかかわらず、令和８年６月３０日までを対象期間として実施している要介護度等改

善・維持評価事業に関する取扱いは、従前の例による。 

 

 



 

様式１（第７条関係） 

  年  月  日 

（宛先）川崎市長 

 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業への 

参加及び個人情報の提供に関する同意書 

 

かわさき健幸福寿プロジェクトの趣旨 

川崎市では、介護が必要になった方であっても、心身機能の改善に取り組むことで、

また住み慣れた地域や自らが望む場所で暮らし続けられるようにすることを目的に、

「かわさき健幸福寿プロジェクト」を実施しています。 

このプロジェクトに参加していただくと、普段利用している介護サービス事業所が、

あなた様や御家族の希望を踏まえて、要介護度や日常生活動作（寝返り、起き上がり、

歩行など日常生活を営む上で行っている動作）の改善・維持に向けたサービスを提供

し、市が一定期間後の効果を測定します。 

なお、事業実施にあたってご提供いただく個人情報の利用については、本プロジェク

ト以外の目的には使用しないとともに、その取扱いには万全をきたします。また、この

事業に参加することで、特別な費用がかかることはありません。 

 

上記説明文を読んで、「かわさき健幸福寿プロジェクト」への参加、及び川崎市が私の

要介護認定情報、介護給付実績情報、介護保険被保険者資格情報を本プロジェクトの効果

測定及び事業検証のために使用することに同意します。 

 

   年   月   日 

 

お名前                

＊署名をしてください。 

 

代筆者               （本人との関係            ） 

＊署名をしてください。 

  



様式２（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）川崎市長 

 

法人名                   

法人所在地                 

法人代表者名                

 

 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業参加申請書 

 

次のとおり、要介護度等改善・維持評価事業への参加を別紙のとおり申請します。 

 

 

 

 



（別紙１：在宅系サービス） 

１ 対象者情報 

氏名 生年月日 被保険者番号 要介護度 

   
 

 

直近の要介護認定時点からの 

心身状況の著しい改善 
なし ・ あり （「あり」の場合は申請できません） 

 

２ 参加事業所情報 

（１）取りまとめ事業所 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 担当者 

１     

 

（２）参加事業所（取りまとめ事業所以外） 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 担当者 

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

※ 対象者１人につき１枚作成してください。 

※ 事業所は、市内の介護サービス事業所に限ります。欄が足りないときは追加してください。 

※ 前期から継続参加で全ての参加事業所に変更がない場合は、参加事業所情報の記入を省略できます。 

 

  



（別紙２：施設・居住系サービス） 

１ 参加事業所情報 

事業所名 事業所番号 サービス種別 担当者 

    

 

２ 対象者情報 

No. 氏名 生年月日 被保険者番号 要介護度 著しい変化※１ 

１     なし・あり 

２     なし・あり 

３     なし・あり 

４     なし・あり 

５     なし・あり 

６     なし・あり 

７     なし・あり 

８     なし・あり 

９     なし・あり 

１０     なし・あり 

１１     なし・あり 

１２     なし・あり 

１３     なし・あり 

１４     なし・あり 

１５     なし・あり 

 

※１ 直近の要介護認定時点からの心身状況の著しい改善の有無を記入してください。 

（「あり」の場合は申請できません）  

※ 欄が足りないときは、追加してください。 

 



（在宅系サービス） 

様式３－１（第１０条第１項関係） 

川健高事第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

 

川崎市長         

 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請の件について、参加を認める対象者及び事業所とし

て、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 対象者情報 

氏名 被保険者番号 

  

 

２ 参加事業所情報 

（１）取りまとめ事業所 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 

１    

 

（２）参加事業所（取りまとめ事業所以外） 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

 



（施設・居住系サービス） 

様式３－２（第１０条第１項関係） 

川健高事第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

 

川崎市長         

 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請の件について、参加を認める対象者及び事業所とし

て、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 参加事業所情報 

事業所名 事業所番号 サービス種別 

   

 

２ 対象者情報（施設・居住系サービス） 

No. 氏名 被保険者番号 要介護度 備考 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

 



 

様式４（第１１条第１項関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）川崎市長 

 

法人名                   

法人所在地                 

法人代表者名                

 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業 

参加内容の変更等申請書 

 

別紙のとおり、内容に変更等が生じましたので申請します。 

 

  



 

（別紙） 

１ 変更等の内容 

□ 取りまとめ事業所の変更 

□ 参加事業所の追加 

□ 事業所の都合による参加辞退（理由：                  ） 

□ 利用者の都合による参加辞退（理由：                  ） 

 

２ 対象者情報（必ず記載してください） 

氏名 被保険者番号 

  

 

３ 取りまとめ事業所の変更（変更が生じる場合のみ記載してください） 

 事業所名 事業所番号 サービス種別 担当者 

変更前     

変更後     

※ 変更前の取りまとめ事業所が、参加を継続する場合は、「参加事業所の追加」に改めて

記載してください。 

 

４ 参加事業所の追加（追加する事業所のみ記載してください） 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 担当者 

１     

２     

３     

※ 欄が足りないときは、追加してください。 

 

５ 参加事業所の辞退（辞退する事業所のみ記載してください） 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 担当者 

１     

２     

３     

※ 欄が足りないときは、追加してください。 

  



 

様式５（第１１条第２項関係） 

川健高事第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

 

 

川崎市長         

 

「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改善・維持評価事業 

参加内容の変更等決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請の「かわさき健幸福寿プロジェクト」要介護度等改

善・維持評価事業の参加内容の変更等について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 対象者情報 

氏名 被保険者番号 備考 

   

 

２ 参加事業所情報 

（１）取りまとめ事業所 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 備考 

１     

 

（２）参加事業所（取りまとめ事業所以外）※在宅系サービスの場合のみ 

No. 事業所名 事業所番号 サービス種別 備考 

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     


